
　帝国データバン
クが全国の企業を
対象に今年 6月に
実施した消費税率
引き上げに対する
意識調査によると、
建設業は 45.9％が
「駆け込み需要は
ない」と回答した。
　一方、既に駆け
込み需要があると
の回答は、建設業
は 19.6％に止まっ
たが、他業界に比
べると突出して高
かった。
　駆け込み需要が
あった時期は、昨
年10月、今年1月、
4月のいずれも他
業界より高い。ま
た、駆け込み需要
が「今後出てくる」
との回答は、逆に
他業界より低かっ
た。住宅は今年 3
月末までに工事請
負契約を締結する
か、9月末までに
引き渡せば消費税
は 8％が適用され
ること等の影響と
見られる。
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3. 企業の 48.2％で「駆け込み需要はない」 

 

自社の事業において、現時点での駆け込み需要の状況を尋ねたところ、『既に駆け込み需要があ

る1』企業は 7.4％となった。また、駆け込み需要を『（現在はないが）今後出てくる2』（23.1％）

と見込む企業と合わせても 30.5％となり、駆け込み需要を実

感もしくは見込む企業は 3 割程度となった。一方で、「駆け

込み需要はなく、節約モードになっていると思う」（溶融メ

ッキ、広島県）という意見にあるように、「（現在も今後も）

駆け込み需要はない」（48.2％）とする企業は約半数にのぼ

った。 

『既に駆け込み需要がある』企業を業界別にみると、『建

設』が 19.6％でトップとなった。次いで『不動産』が 8.1％、

『金融』が 7.1％と続いた。『建設』以外は 1割未満となり、

現時点で駆け込み需要を実感している企業は少数にとどま

った。他方、「（現在も今後も）駆け込み需要はない」と回答

した企業を業界別にみると、『サービス』（60.2％）が 6割超

となり、以下、『農・林・水産』（57.4％）と『不動産』（55.8％)

が 5割台で続いた。 

企業からも、「景気の低迷、年金問題などで駆け込み需要は前回（2014年 4月）のようにはない

と思う」（印刷、茨城県）や「増税前の駆け込み需要もなく、増税後を考えると怖い」（土木工事、

山口県）などの声が聞かれ、総じて、駆け込み需要に対する期待は小さい様子がうかがえた。 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
『既に駆け込み需要がある』は、「2018年 10月頃から駆け込み需要があった」「2019年 1月頃から駆け込み需要

があった」「2019年 4月頃から駆け込み需要があった」の合計 
2
『（現在はないが）今後出てくる』は、「2019年 7月頃から駆け込み需要が出てくる」「2019年 9月頃から駆け込

み需要が出てくる」「税率引き上げ直前（1週間前程度）に駆け込み需要が出てくる」の合計 

消費税率引き上げに対する 
駆け込み需要の状況 

既に駆け込み

需要がある

7.4％

（現在はないが）

今後出てくる

23.1％

（現在も今後も）

駆け込み需要はない

48.2％

分からない

21.3％

注：母数は有効回答企業9,977社

30.5％

消費税率引き上げに対する駆け込み需要の状況～業界別～ 
（構成比％、カッコ内社数）

2018年10月頃
から駆け込み
需要があった

2019年1月頃
から駆け込み
需要があった

2019年4月頃
から駆け込み
需要があった

2019年7月頃
から駆け込み
需要が出てくる

2019年9月頃
から駆け込み
需要が出てくる

税率引き上げ直
前（1週間前程
度）に駆け込み
需要が出てくる

7.4 1.8 3.0 2.6 23.1 8.1 10.1 4.8 48.2 21.3 (9,977)

3.7 0.0 0.0 3.7 24.1 9.3 7.4 7.4 57.4 14.8 (54)

7.1 2.7 2.7 1.8 15.2 8.0 5.4 1.8 48.2 29.5 (112)

19.6 4.7 9.5 5.3 13.4 8.2 3.2 1.9 45.9 21.2 (1,498)

8.1 1.6 3.9 2.6 14.3 6.5 5.5 2.3 55.8 21.8 (308)

5.0 1.5 1.6 2.0 22.4 7.4 10.9 4.2 48.6 24.0 (2,826)

5.1 1.1 1.7 2.2 30.8 9.5 13.9 7.4 43.1 21.1 (2,712)

4.7 0.7 1.9 2.1 45.7 10.9 21.6 13.3 36.0 13.5 (422)

3.2 1.4 0.7 1.2 30.0 8.1 15.5 6.5 45.5 21.2 (433)

6.3 1.6 2.2 2.5 14.5 6.6 5.8 2.2 60.2 19.0 (1,576)

5.6 0.0 5.6 0.0 13.9 2.8 2.8 8.3 61.1 19.4 (36)
注1：網掛けは、全体以上を表す

注2：母数は有効回答企業9,977社

注3：『既に駆け込み需要がある』と『（現在はないが）今後出てくる』は、四捨五入の関係で内数の合計と一致しない

小売

運輸・倉庫

サービス

その他

農・林・水産

金融

建設

不動産

製造

卸売

（現在も今後も）
駆け込み需要

はない
分からない （N）

全体

既に駆け込み
需要がある

（現在はないが）
今後出てくる
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3. 企業の 48.2％で「駆け込み需要はない」 

 

自社の事業において、現時点での駆け込み需要の状況を尋ねたところ、『既に駆け込み需要があ

る1』企業は 7.4％となった。また、駆け込み需要を『（現在はないが）今後出てくる2』（23.1％）

と見込む企業と合わせても 30.5％となり、駆け込み需要を実

感もしくは見込む企業は 3 割程度となった。一方で、「駆け

込み需要はなく、節約モードになっていると思う」（溶融メ

ッキ、広島県）という意見にあるように、「（現在も今後も）

駆け込み需要はない」（48.2％）とする企業は約半数にのぼ

った。 

『既に駆け込み需要がある』企業を業界別にみると、『建

設』が 19.6％でトップとなった。次いで『不動産』が 8.1％、

『金融』が 7.1％と続いた。『建設』以外は 1割未満となり、

現時点で駆け込み需要を実感している企業は少数にとどま

った。他方、「（現在も今後も）駆け込み需要はない」と回答

した企業を業界別にみると、『サービス』（60.2％）が 6割超

となり、以下、『農・林・水産』（57.4％）と『不動産』（55.8％)

が 5割台で続いた。 

企業からも、「景気の低迷、年金問題などで駆け込み需要は前回（2014年 4月）のようにはない

と思う」（印刷、茨城県）や「増税前の駆け込み需要もなく、増税後を考えると怖い」（土木工事、

山口県）などの声が聞かれ、総じて、駆け込み需要に対する期待は小さい様子がうかがえた。 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
『既に駆け込み需要がある』は、「2018年 10月頃から駆け込み需要があった」「2019年 1月頃から駆け込み需要

があった」「2019年 4月頃から駆け込み需要があった」の合計 
2
『（現在はないが）今後出てくる』は、「2019年 7月頃から駆け込み需要が出てくる」「2019年 9月頃から駆け込

み需要が出てくる」「税率引き上げ直前（1週間前程度）に駆け込み需要が出てくる」の合計 

消費税率引き上げに対する 
駆け込み需要の状況 

既に駆け込み

需要がある

7.4％

（現在はないが）

今後出てくる

23.1％

（現在も今後も）

駆け込み需要はない

48.2％

分からない

21.3％

注：母数は有効回答企業9,977社

30.5％

消費税率引き上げに対する駆け込み需要の状況～業界別～ 
（構成比％、カッコ内社数）

2018年10月頃
から駆け込み
需要があった

2019年1月頃
から駆け込み
需要があった

2019年4月頃
から駆け込み
需要があった

2019年7月頃
から駆け込み
需要が出てくる

2019年9月頃
から駆け込み
需要が出てくる

税率引き上げ直
前（1週間前程
度）に駆け込み
需要が出てくる

7.4 1.8 3.0 2.6 23.1 8.1 10.1 4.8 48.2 21.3 (9,977)

3.7 0.0 0.0 3.7 24.1 9.3 7.4 7.4 57.4 14.8 (54)

7.1 2.7 2.7 1.8 15.2 8.0 5.4 1.8 48.2 29.5 (112)

19.6 4.7 9.5 5.3 13.4 8.2 3.2 1.9 45.9 21.2 (1,498)

8.1 1.6 3.9 2.6 14.3 6.5 5.5 2.3 55.8 21.8 (308)

5.0 1.5 1.6 2.0 22.4 7.4 10.9 4.2 48.6 24.0 (2,826)

5.1 1.1 1.7 2.2 30.8 9.5 13.9 7.4 43.1 21.1 (2,712)

4.7 0.7 1.9 2.1 45.7 10.9 21.6 13.3 36.0 13.5 (422)

3.2 1.4 0.7 1.2 30.0 8.1 15.5 6.5 45.5 21.2 (433)

6.3 1.6 2.2 2.5 14.5 6.6 5.8 2.2 60.2 19.0 (1,576)

5.6 0.0 5.6 0.0 13.9 2.8 2.8 8.3 61.1 19.4 (36)
注1：網掛けは、全体以上を表す

注2：母数は有効回答企業9,977社

注3：『既に駆け込み需要がある』と『（現在はないが）今後出てくる』は、四捨五入の関係で内数の合計と一致しない
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農・林・水産

金融

建設

不動産

製造

卸売

（現在も今後も）
駆け込み需要

はない
分からない （N）

全体

既に駆け込み
需要がある

（現在はないが）
今後出てくる

建設業、他業界より
駆け込み需要を実感
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テーマ： 「実家の相続に関する意識調査」

持家市場が苦戦する中で、都市型住宅で存在感のある旭化成ホームズのキャンペーン「実家のこれ

から」相談会が話題になっている。「実家の相続」をキーワードとして、単なる二世帯住宅や建て替え

需要を顕在化させる手法から、住み替え売却、資産活用まで顧客の視点から多様な選択肢を提案し

ている。

１． 年度 ～ 月期の住宅着工は前年比マイナス ％

～ 月の新設住宅着工戸数の需要別の動向を見ると、新設住宅合計でマイナス ％、持家需要マイナス

％、貸家需要はマイナス ％、分譲需要はマイナス ％とすべての需要でマイナスに転じた。これは首

都圏における分譲マンションの落ち込み、貸家需要がなかなか回復しないことが大きな要因と考えられる。

住宅会社各社にとっては、今まで持ち家市場を

補完してきた賃貸需要が低迷する中で、メイン市

場である持ち家需要の掘り起こしが課題になって

いる。

この夏の各社のキャンペーンを見ると、積水ハウ

スは「プランニングカフェ 設計相談会」と恒例の

「住まいの参観日」の展開。住友林業は「夏の家

設計相談会」、セキスイハイムは新商品「新型パ

ルフェ発表会」で集客を図っている。

しかし、住団連の「住宅業況調査（第一回 月調

査）」の結果では、展示場来場者や引き合い増加

を示す指数は前年を大きく下回っている。

また、経営者の景況判断調査（第二回 月調査）

の 月から 月の見通しにおいても「消費増税に

よる駆け込みが徐々に発生してくる時期であり、

顧客の動きも活発化してくると思われる」という楽観的な声も聴かれるが、反面「戸数アップは期待できず、

、二世帯住宅などの単価アップに期待」との声もあり、量的拡大といった成果に結びつかないのが現状の

ようだ。

そんな中で、戦略的なマーケティングに定評のある旭化成ホームズのキャンペーンテーマが話題になっ

ている。同社は、首都圏を中心とした大都市圏にターゲット市場を限定し、 会場に複数出展するドミナン

ト展示場戦略や、二世帯住宅、三階建て住宅、賃貸併用型、 子供を持たない共働き世帯 など

新しい住まい方の提案するすることで需要拡大を図ってきた。

今回は「実家と相続」という古くて新しいテーマを取り上げ、生活者調査「実家の相続に関する意識調査」

に基づいたキャンペーンを展開している。 月の受注速報はまだ公表されていないが、関係者の間で話

題になっている。
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瑕疵担保制度のスタートから10 年
　住宅瑕疵担保履行法が完全施行されて、今年10月で10年になる。これまで、保険事故として報告された約
１万2000件のうち、約6割が保険事故として確定。保険金支払が完了した事故を部位別に見ると、「雨水の浸入
を防止する部分」が、1号保険・新築 2号保険で9割、新築 2号保険以外の2号保険で8割と、大部分を占め
ている＝円グラフ。そのため、国交省の検討会では防水に関する事故への対策についても検討している。

　例えば、防水に関す
る工事の施工能力を向
上させるために、国交
省と各保険法人が連携
して、「設計施工基準」
をあらためて周知する
ことや、追加防水検査
が実施された住宅は
防水に関する事故率が
低いため、「同検査の
有用性についての理解
を深める取組を行うべ
き」との意見も出され
ている。

　消費税率 10％引き上げによる、自社の企業
活動への影響の見込みに関する質問では、「マ
イナスの影響がある」が全体では 50.8％を占
めた。「プラスの影響がある」は 1.2％で、「影
響はない」は 30.3％。
　「マイナスの影響がある」との回答を業界
別にみると、小売業が 78.4％と極めて高い。
　一方、建設業は 49.5％に止まり、比較的低
い割合となった。
　住宅には次世代住宅ポイントやすまい給付
金、税制優遇等の対応策が取られることも、
「マイナスの影響」を懸念する事業者が比較
的少ないことの背景の一つにあると考えられ
る。

　会社の規模別（従業員数）にみると、「予定どおり実施
すべき」と考えている企業は、規模が大きいほど割合が高
く、規模が小さくなると否定的な割合が高くなる傾向が見
られた。

．子世帯の は「実家について親や兄弟姉妹と話したい」

子世帯の ％が「今後、実家について親や兄弟と話したい」

と回答し、実際に話したと回答した子世帯は ％に上り親

世帯以上に実家への関心の高まりが見られるが、その 割

（ ％）が「今後、実家について親や兄弟と話したい」と回答

し、まだ話し合いは充分ではなく結論が出ていない状況が想

像される。

また今後話したいと回答した若世帯の約 割 が「何を

話せばいいのかわからない」と回答。

．子世帯の同居・隣居を検討した経験は、親世帯の倍近い約 割

子世帯は、親との同居や隣居を検討した経験のある人が

％。内訳は既に購入した子世帯が ％に対し、これか

ら購入する子世帯では ％と増加し、関心が高まっている

ことを示している。

しかし、親世帯は、子世帯との同居・隣居を検討したことのあ

る人は 割にも満たず（ ％）、子が持ち家を購入する前の

ケースに限定しても ％に過ぎない。別の設問で親世帯に

子世帯との同居～近居検討の状況を質問した際には、「子ど

もから話があれば、検討する」との回答が最も多い ％を占

め、 親は子どもの出方を待っているのでは、と読み取れる。

３．「実家のこれから」相談会

「人生百年時代」を迎える中、核家族居住が一般化して子世帯も既にリタイア期に差し掛かるという状況下、

「両親が住んでいた実家をどのようにすればよいか」という、実家活用に関するものが増えてきているという。こ

の調査結果を踏まえて、所費者のニーズをや不安点、関心のあるところをリアルに把握して、単に「設計相談」

「相続相談」といった打ち出しでではなく、「実家のこれから」というダイレクトなコンセプトでキャンペーンを企画

している点が一味違う点だ。

実家のこれからを、以下の つのパターンを提案して、需要顕在化につなげている点が優れている。

➀二世帯住宅に建て替え ②快適な実家の建て替え ③実家の敷地に新築 ④賃貸併用住宅に建て替え ⑤

住み替えして新しい家づくり ⑥賃貸住宅に建て替え このように具体的に提案することで「あなたはどのタイ

プ？」というきっかけから商談が具体化するといえる。

 今の家の将来について子どもと話したい

 親との同居や隣居を検討した経験がある

２．「実家の相続に関する意識調査」

◆調査の背景

東京オリンピック以降、人口の大きなボリュームを占める団塊世代が全て後期高齢者となる「 年問題」が

控えており、高度成長期に都市部を中心に持家形成をしたこの団塊世代の持家が大量に相続を迎えること

が想定される。

また、現在の生産緑地指定が期限を迎えることで大量の宅地放出が懸念される「 年問題」により、地方

だけでなく首都圏でも地域や条件により住宅の売却が難しくなる可能性も指摘されている。

国の政策も空き家の発生を抑制するため、放置される空き家に対する固定資産税の重税化や売却を促進す

るために相続した住宅資産の譲渡益課税に非課税枠を新たに設置するなどの施策を整備しつつある。

年に実施された相続税の課税強化も踏まえ、今こそ、誰もが親の住宅（実家）の今後に対して無関心ではい

られない時代である。

同社は、以上のような認識の下で、生活者調査を行っている。

．親世帯の ％が「誰が実家を相続するか決めていない」

親世帯の ％は「今の家を誰が相続するか決まっていない」

と回答。 代以上でも ％の方が決まっていないと回答して

いる。 ～ 年前には終活がクローズアップされ、エンディング

ノートなどがもてはやされて久しいが、実は誰に相続するかま

では決めていない人が過半数という結果。

．「今の家がいくらで売れるか知っている」親世帯は ％と少

数派

「今の家がいくらで売れるか知っている」と回答した親世帯は

％。 代以上でも ％と過半数に届かないという結果。

漠然と「住まなくなったら売れると考えている」親世帯は ％

にのぼるが刻々と変化する売却価格変化の現状を把握して

いる方は少ない状況だ。

．親世帯の ％は「今の家の将来について子どもと話した

い」

親世帯の ％が「今後、今の家の将来について子どもと話
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調査概要

調査名：実家の相続に相続に関する意識調査

期間： 年 月 日（火）～ 日（木）

方法：インターネット調査

対象：◇親世帯 ～ 代の男女 人（男性： 人／女性：

人）◇子世帯 ～ 代の男女 人（男性： 人／女

性： 人）

今の家を誰が相続するか決まっていない

 今の家がいくらで売れるか知っている

 今の家の将来について子どもと話したい
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2. 企業の 50.8％が企業活動に「マイナスの影響」があると回答 

 

消費税率が 10％に引き上げられた場合、自社の企業活動にどのような影響があると見込んでい

るか尋ねたところ、「マイナスの影響がある」と回答した企業が 50.8％となった。また、「プラス

の影響がある」企業は 1.2％にとどまり、「影響はない」は、30.3％となった。 

企業活動に「マイナスの影響がある」と見込む企業について業界別にみると、『小売』が 78.4％

となり、突出して高かった。企業からも「消費税率の引き上げにより、消費者の購買意欲減退につ

ながる」（家庭用電気機械器具小売、福岡県）という意見があげられた。以下、『農・林・水産』

（59.3％）、『不動産』（54.2％）、『卸売』（53.5％）、『金融』（50.9％）が 5 割超となった。また、

従業員数別にみると、50人以下の企業において「マイナスの影響」を見込む割合が半数を超え、

従業員規模が大きくなるほど同割合は低くなる結果となった。 

他方、「プラスの影響がある」と回答した企業からは「当社の商材自体が税制や外部環境の変化

によって需要が発生することが多い」（文房具・事務用品卸売、千葉県）や「税率引き上げにとも

なう機械の料金変更により売り上げが増加する」（事務用機械器具卸売、東京都）などといった声

が聞かれ、事業内容によっては、恩恵を受ける企業も少なからず存在している。 
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・水産

金融 建設 不動産 製造 卸売 小売 運輸・

倉庫

サービス 5人以下 6～20人 21～50
人

51～
100人

101～
300人

301～
1,000人

1,000人
超

（％）

業界別 従業員数別

消費税率引き上げにより「マイナスの影響がある」割合～業界・従業員数別～ 

消費税率引き上げによる企業活動への影響 

1.2％

2.2％

30.3％

27.6％

50.8％

55.1％

17.7％

15.1％

プラスの

影響がある
影響はない

マイナスの

影響がある
分からない

注：母数は有効回答企業9,977社。2018年10月は9,938社

2019年6月

2018年10月
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○ 保険金支払が完了した事故の部位は、雨水の浸入を防止する部分が大部分を占め、その割合
は、１号保険及び新築２号保険で９割、２号保険（新築２号保険除く）で８割。

※平成31年3月までの累積

保険事故の発生部位

＜１号保険及び新築２号保険＞ ＜２号保険（新築２号保険除く）＞

雨水
5,427
(93% )

構造
387
(7% )

保険金支払
完了件数
5,814件

雨水
738

(80% )

構造
26

(3% )

その他
155

(17% )

保険金支払
完了件数

919件

29

保険事故の発生部位



　既存住宅に関しては、この10
年の間に、リフォーム瑕疵保険
や既存住宅売買瑕疵保険の加入
も増加している（グラフ↑←）。
課題の一つがインスペクション
の在り方。検討会では「劣化等
の生じている範囲を特定し不具
合の原因を総合的に判断する
『二次的インスペクション』の
ガイドラインを策定すべき」と
の声もある。
　10 年の期間は、法律で定め
られた〝資力確保措置期間〟に
あたり、今後、保険期間満了の
住宅が続々と増えるため、延長
保証保険等への加入などの対応
も求められることになる（←グ
ラフ参照）。保険付き住宅で事
故等が発生した場合、紛争処理
制度を利用するケースも出てく
るが、「保険期間満了後は紛争
処理を利用できない」と思って
いるビルダーやユーザーは少な
くない。実際には、保険期間満
了後、延長保証保険に加入しな
くても、紛争処理制度は利用可
能だ。

リフォーム瑕疵保険の申込件数（戸数ベース）の推移

○ リフォーム瑕疵保険の申込件数（戸数ベース）は平成30年度で3,546戸。累計で約35,800戸。
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0

※「既存住宅流通活性化事業」として、良質な既存住宅の流通に資する事業を実施するリフォーム事業者等に補助金を交付した影響で、Ｈ22の申込件数が多い。
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延長保証保険の申込件数（戸数ベース）の推移
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○ 延長保証保険の申込件数（戸数ベース）は平成30年度で317戸。累計で約770戸。

23

延長保証保険の申込件数（戸数ベース）の推移

リフォーム瑕疵保険の申込件数（戸数ベース）の推移

既存住宅売買瑕疵保険の申込件数（戸数ベース）の推移

○ 既存住宅流通戸数に対する既存住宅売買瑕疵保険の付保率は上昇傾向。
※住生活基本計画では、既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の
割合を2025年に20％とする指標を掲げている。
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※暦年ベースでカウント。Ｈ25年は
１～９月分を通年に換算したもの。
（資料）

「住宅・土地統計調査」（総務省）
※H26年以降は調査結果がないた

め、H25年水準の169,000戸と仮定
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※住生活基本計画では、既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の
割合を2025年に20％とする指標を掲げている。
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．子世帯の は「実家について親や兄弟姉妹と話したい」

子世帯の ％が「今後、実家について親や兄弟と話したい」

と回答し、実際に話したと回答した子世帯は ％に上り親

世帯以上に実家への関心の高まりが見られるが、その 割

（ ％）が「今後、実家について親や兄弟と話したい」と回答

し、まだ話し合いは充分ではなく結論が出ていない状況が想

像される。

また今後話したいと回答した若世帯の約 割 が「何を

話せばいいのかわからない」と回答。

．子世帯の同居・隣居を検討した経験は、親世帯の倍近い約 割

子世帯は、親との同居や隣居を検討した経験のある人が

％。内訳は既に購入した子世帯が ％に対し、これか

ら購入する子世帯では ％と増加し、関心が高まっている

ことを示している。

しかし、親世帯は、子世帯との同居・隣居を検討したことのあ

る人は 割にも満たず（ ％）、子が持ち家を購入する前の

ケースに限定しても ％に過ぎない。別の設問で親世帯に

子世帯との同居～近居検討の状況を質問した際には、「子ど

もから話があれば、検討する」との回答が最も多い ％を占

め、 親は子どもの出方を待っているのでは、と読み取れる。

３．「実家のこれから」相談会

「人生百年時代」を迎える中、核家族居住が一般化して子世帯も既にリタイア期に差し掛かるという状況下、

「両親が住んでいた実家をどのようにすればよいか」という、実家活用に関するものが増えてきているという。こ

の調査結果を踏まえて、所費者のニーズをや不安点、関心のあるところをリアルに把握して、単に「設計相談」

「相続相談」といった打ち出しでではなく、「実家のこれから」というダイレクトなコンセプトでキャンペーンを企画

している点が一味違う点だ。

実家のこれからを、以下の つのパターンを提案して、需要顕在化につなげている点が優れている。

➀二世帯住宅に建て替え ②快適な実家の建て替え ③実家の敷地に新築 ④賃貸併用住宅に建て替え ⑤

住み替えして新しい家づくり ⑥賃貸住宅に建て替え このように具体的に提案することで「あなたはどのタイ

プ？」というきっかけから商談が具体化するといえる。

 今の家の将来について子どもと話したい

 親との同居や隣居を検討した経験がある
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